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行政からの

お らせ知
information

電
話
予
約
で
休
日
に

「
証
明
書
」が
受
け
取
れ
ま
す

「
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
」

は
お
持
ち
で
す
か

　
事
前
に
電
話
予
約
を
す
る
こ
と
で
、

休
日
で
も
証
明
書
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

対
象
と
な
る
証
明
書

 

・ 

住
民
票
の
写
し
（
申
請
者
は
本
人
ま

た
は
同
一
世
帯
員
）

 
・ 
印
鑑
登
録
証
明
書　
（
申
請
者
は
本

人
ま
た
は
代
理
人
）

電
話
予
約
受
付
時
間

　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　

午
前
８
時
半
か
ら
午
後
５
時
15
分

　
（
休
日
除
く
）

休
日
証
明
交
付
日
時

　

土
・
日
・
祝
日
の
午
前
８
時
半
か
ら

　

午
後
５
時
15
分
ま
で

　

 （
12
月
29
日
か
ら
翌
年
１
月
３
日
を

除
く
）　　

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

市
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
１
４
１

山
武
出
張
所　
　
　
　

☎
（89）
３
６
０
０

蓮
沼
出
張
所　
　
　
　

☎
（86）
３
１
１
１

松
尾
出
張
所
☎
０
４
７
９

（80）
７
１
１
７

　
「
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
」
は
、
顔

写
真
の
ほ
か
、氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
・

住
所
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
顔
写
真
付

き
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
方

に
は
運
転
免
許
証
な
ど
と
同
様
に
、
公

的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
ご
利
用
で
き

ま
す
の
で
、
大
変
便
利
で
す
。

「
写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
　

　（
住
基
カ
ー
ド
）」
交
付
ま
で
の
流
れ

１
．
住
基
カ
ー
ド
の
申
請

申
請
場
所　

　

市
民
課
お
よ
び
各
出
張
所

必
要
な
も
の

　

写
真
１
枚
（
申
請
前
６
か
月
以
内
に

撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
も

の
で
縦
4.5
㎝
、
横
3.5
㎝
）

※
本
人
確
認
が
し
に
く
い
と
判
断
し
た

写
真
は
お
断
り
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
の
撮
影
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
申
請
の
際
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。（
※
各
出
張
所
で
は
撮

影
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
）

２
．
照
会
書
の
送
付

　

申
請
受
付
後
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
交
付
通
知
書
兼
照
会
書
を
住
所
地
に

送
付
し
ま
す
。

３
．
住
基
カ
ー
ド
の
交
付

　

２
の
照
会
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
申
請
さ
れ
た
窓
口

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

交
付
場
所　

申
請
さ
れ
た
窓
口

必
要
な
も
の
　

 

・ 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

兼
照
会
書
（
必
ず
回
答
書
に
記
入
の

上
お
越
し
く
だ
さ
い
）

 

・
本
人
確
認
書
類
（
健
康
保
険
証
な
ど
）

 

・
交
付
手
数
料　

５
０
０
円

※
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を
お
持

ち
の
方
は
交
付
手
順
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

市
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
１
４
１

【
国
民
年
金
】　
付
加
保
険

料
を
納
付
し
ま
せ
ん
か

　

平
成
22
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
は
、

40
年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
に
年

７
９
２
，
１
０
０
円
と
な
り
ま
す
が
、

老
後
に
よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い

と
考
え
て
い
る
方
の
た
め
に
、
付
加
年

金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

毎
月
の
保
険
料
（
平
成
22
年
度
は

１
５
，
１
０
０
円
）
に
４
０
０
円
の
付

加
保
険
料
を
納
付
す
る
と
、
将
来
の
老

齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
加
算
さ
れ

ま
す
。

付
加
保
険
料
を
納
付
で
き
る
方

 

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

 

・
国
民
年
金
任
意
加
入
者

※
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
を
受
け
て
い
る
方
や
国
民
年
金

基
金
の
加
入
者
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

　

付
加
年
金
額
は
、「
２
０
０
円
×
付

加
保
険
料
納
付
月
数
」
で
計
算
さ
れ
、

２
年
以
上
受
給
す
る
と
、
支
払
っ
た
付

加
保
険
料
以
上
の
付
加
年
金
が
受
け
取

れ
ま
す
。

　

な
お
、
65
歳
よ
り
前
に
繰
上
げ
受
給

ま
た
は
66
歳
よ
り
後
に
繰
下
げ
受
給
す

る
場
合
、
付
加
年
金
額
も
老
齢
基
礎
年

金
の
減
額
率
・
増
額
率
に
応
じ
て
減
額
・

増
額
さ
れ
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
お
申
し
込

み
い
た
だ
い
た
月
分
か
ら
と
な
り
ま

す
。
後
日
、
年
金
事
務
所
か
ら
納
付
書

を
送
付
し
ま
す
。

　
　

市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
１
４
２

問

問


